


平成27年8月7日
ひたち生き生き百年塾推進本部

ひたち生き生き百年塾
市民教授運営要項
1．目　的
百年塾運動を推進するため、各分野で活躍している市民から「市民教授」を広く発掘・登録し、活用することにより、身近な関係で楽しく生涯学習を展開し、豊かな人間関係と地域社会づくりに役立てる。
2．登録できる人
百年塾の趣旨に賛同する人で、次に該当する場合
（1）市民教授としての活動をボランティア活動として認識し、積極的に仲間作り、地域づくりに参加しようとする意思のある人。
（2）長い間の経験により体得した技術・技能・知識などを共に学習できる人または、専門的知識や能力、指導力をもっている人
3．登録の申込み手続き
市民教授を登録する場合は、「市民教授登録申込書」に必要事項を記載し、百年塾推進本部事務局（教育プラザ内百年塾サロン）へ提出する。
4.登録審査
　　登録内容が百年塾活動に適合したものであるか否かの審査を行う。
5．登録の更新
登録者は4年毎に推進本部からの連絡に基づき再登録を行う。
6．登録事項の変更
登録者は登録事項（住所、電話、登録分野、指導方法等）について変更が生じた場合、すみやかに推進本部事務局へ連絡する。
7．登録の取消し
推進本部は、次に示す条件により登録を取り消すことができる。
（1）百年塾の趣旨に反する行為をしたとき。
（2）市民教授として適格性を欠くと認められたとき。
（3）本人から申し出があったとき。
(4)百年塾からの複数回に亘る文書での問い合わせに回答がないとき。
8．利用者の範囲
市民教授は、団体、グループ、個人等が生涯学習・生涯スポーツ・豊かな地域社会作り活動等に役立てるために活用できる。　ただし、営利目的、政治目的、宗教目的等には活用できない。
9．利用の方法
市民教授を利用したい人は、市民教授名簿や百年塾事務局等から情報を受け、登録者と直接交渉のうえ、活用する。
10．指導に要する経費
市民教授の指導に必要な経費（資料代・材料費等）については、活用する側の負担とする。
11．情報の公開
市民教授登録にあたり提供された個人情報は、了解を得た項目のみ公開される。　但し、利用者の利便性を考慮して、指導分野・指導内容・指導者氏名・生年・連絡手段の電話番号等を公開する。
ひたち生き生き百年塾のホームページ（人財部会の部屋）にも同様の情報を公開する。
12．その他
　　この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。





付則
1　この要項は平成20年1月11日の企画会議で審議、施行する。
2　この要項は平成24年7月13日　字句を追訂し施行する。
[bookmark: _GoBack]3 この要項は平成27年8月7日の企画会議で審議、施行する。
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